
 

 

議 事 概 要 

 

◎ 付託議案等の審査方法について 

・開会日に上程された議案等の質疑・質問の答弁調整が進められている中、本日追加上程された

議案について、効率的かつ効果的な議案審査が行えるよう、今定例会限定の審査方法として、

委員長が提示した２つの案について、各会派意向聴取。 

案１）現行の申合せの時間である所属委員１人当たり６０分に、例えば１０分を加算し、予

定どおり１２日、１６日の２日間で一般審査を行う方法 

案２）例えば、１９日の午前１０時に委員会を開き、追加議案限定の質疑を行う方法。その

質疑時間については、１会派に答弁時間を含めて一律３０分を配分し、複数人での質問

を可能とする。 

維新：２を希望。 

公明：２を希望。 

自民：２を希望。 

民主：２を希望。 

・協議の結果、委員会の開会日時等も含め、案２とすることで、各会派了承。 

・追加議案に対して質疑を行う委員及び順位については、後日事務局が確認。 

・質問順位は、多数会派順の輪番制とすることで各会派了承。 

・知事質問については、申合せ事項に基づいて実施。 

・１２日、１６日の質問通告者及び質問順位は配付のとおり。 

 

 

◎ 次回の代表者会議について 

・１６日の一般審査終了後に開会。 

 

※公明・自民から、本日追加上程された議案以外に対する質疑・質問と、追加上程された議案に対

する質疑の線引きについて、両者を切り離しがたいような案件もあるため、委員長に対して、慎

重な判断を求める旨、発言あり。 

 


